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労
働
保
険
事
務
組
合
よ
り
お
知
ら
せ

労
働
保
険
３
期
分
の
口
座
振
替
・
現
金
納
付
に
つ
い
て
左
記

の
通
り
と
な
り
ま
す
。



口
座
振
替

１
月
３
０
日



現
金
納
付

１
月
３
０
日

家
内
労
働
者
等
の
必
要
経
費
の
特
例

事
業
所
得
ま
た
は
雑
所
得
の
金
額
は
、
総
収
入
金
額
か
ら
実

際
に
か
か
っ
た
必
要
経
費
を
差
し
引
い
て
計
算
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
家
内
労
働
者
等
の
場
合
に
は
、
必

要
経
費
と
し
て
６
５
万
円
ま
で
認
め
ら
れ
る
特
例
が
あ
り
ま

す
。

（
注
）
家
内
労
働
者
等
と
は
、
家
内
労
働
法
に
規
定
す
る
家
内

労
働
者
や
、
外
交
員
、
集
金
人
、
電
力
量
計
の
検
針
人
の
ほ
か
、

特
定
の
者
に
対
し
て
継
続
的
に
人
的
役
務
の
提
供
を
行
う
こ

と
を
業
務
と
す
る
人
を
い
い
ま
す
。国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

不
動
産
所
得
「
小
作
料
収
入
（
米
で
も
ら
っ
た
場
合
）
」

阿
賀
野
市
で
小
作
料
を
米
で
も
ら
っ
た
場
合
の
現
金
換
算

シ
ー
ト
を
市
役
所
か
ら
も
ら
っ
て
き
ま
し
た
。

コ
シ
ヒ
カ
リ
（
６
０
ｋ
ｇ
あ
た
り
）
令
和
８
年
１
月
現
在



一
等
米

３
０
，
０
０
０
円



二
等
米

２
９
，
４
０
０
円



三
等
米

２
７
，
７
０
０
円

経
費
は
、
土
地
改
良
費
や
固
定
資
産
税
等
に
な
り
ま
す
。

住
民
税
の
調
整
整
控
除
額

令
和
７
年
度
よ
り
基
礎
控
除
等
が
改
正
さ
れ
所
得
税
と
の

人
的
控
除
の
差
が
大
き
い
方
ほ
ど
、
住
民
税
の
調
整
控
除
額
が

増
え
納
め
る
住
民
税
が
少
な
く
な
る
方
も
で
て
き
ま
す
。

課
税
所
得
金
額
が
２
０
０
万
円
以
下
の
場
合

次
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
の
５
％



所
得
税
と
住
民
税
の
人
的
控
除
の
差
額
の
合
計
額



課
税
所
得
金
額

２
０
２
６
年
度
阿
賀
野
市
予
算
要
望

命
と
く
ら
し
を
守
る
阿
賀
野
市
政
を
す
す
め
る
会
は
市
へ

予
算
要
望
を
行
い
ま
し
た
。
（
瀬
籐
会
長
・
松
崎
副
会
長
・
事

務
局
田
中
が
参
加
）

要
望
と
回
答
は
左
記
の
通
り
で
す
。



住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
支
援

事
業
の
助
成
額
引
き
上

げ
と
県
へ
上
乗
せ
支
援

を
要
望
す
る
こ
と
。

回
答

事
業
内
容
は
、
申
請

状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
毎

年
補
助
金
額
の
見
直
し
も
含

め
検
討
。
補
助
金
額
の
引
き

上
げ
は
未
定
。



煩
雑
な
実
務
な
ど
零
細

業
者
ほ
ど
負
担
が
増
え

る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の

中
止
を
国
に
要
望
す
る

こ
と
。

回
答

税
負
担
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
中
止
を
要
望

す
る
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
事
務
負
担
の
増
加
等
は

国
政
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま

す
。



マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
る
人
で
も
資
格
確
認

書
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

回
答

法
律
に
基
づ
き
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち

の
人
に
は
資
格
確
認
書
の
交
付
は
行
っ
て
い
ま
っ
せ

ん
。



Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
適
用
除
外
を
実
施
し
な
い

よ
う
国
に
要
請
す
る
こ
と
。

回
答

国
に
お
い
て
慎
重
な
検
討
が
行
わ
れ
る
も
の

と
考
え
て
お
り
、
現
時
点
で
は
国
へ
の
要
請
は
考
え

て
お
り
ま
せ
ん
。
今
後
の
国
の
動
向
を
注
視
し
て
ま

い
り
ま
す
。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

